
別紙１ 

 

本庁舎有料広告付きサイン事業に係る募集要領 

 

１ 概要 

  本庁舎本館１階を利用した有料広告事業として、広告枠を設けた案内盤等を設置・維持管理

をする事業者を一般競争入札により募集するもの 

 

２ 設置場所 

  相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 相模原市役所本庁舎本館１階 

※ 案内盤等位置図（別紙１０）のとおり 

  

３ 賃貸借期間 

  令和８年５月３０日（土）から令和９年５月２９日（土）まで 

 

４ 事業内容 

  仕様書（本庁舎有料広告付きサイン事業）（別紙９）のとおり 

 

５ 入札参加資格 

（１）一般競争入札参加資格認定がされていること。詳細は、相模原市ホームページ（トップペ

ージ › 産業・ビジネス › 入札・契約情報 › 競争入札参加資格認定申請等）をご確認くだ

さい。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

こと。 

（３）引き続き１年以上、広告看板設置運営業務を営んでいること。 

（４）入札日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成８年４月１日施行）

に基づく指名停止期間中でないこと。 

（５）参加する者が個人である場合には、その者が相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原

市条例第３１号。以下「条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴力

団員等」という。）と認められないこと又は法人等である場合には、同条第５号に規定する

暴力団経営支配法人等と認められないこと。 

（６）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県条例」という。）

第２３条第１項に違反したと認められないこと。 

（７）県条例第２３条第２項に違反したと認められないこと。 

（８）条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又は参加す



 
 

 

る者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、暴力

団員等と密接な関係を有すると認められないこと。 

（９）事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できません。この場合、事業協同組

合は組合の組合員を示す名簿を提出すること。 

（１０）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てを行っている者

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てを行っている者（再生手続開始の決定が確定している者を除

く。）でないこと。 

 

６ 入札参加資格の喪失に関する事項 

（１）入札参加を認められた後、入札書提出期限までに入札参加の資格を失ったときは、入札の参

加資格を喪失し、失格といたします。 

（２）入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で相模原市財政局財政部管財課まで

連絡し、入札参加資格喪失届（別紙４）を必ず提出してください。 

 

７ 契約上の主な条件 

（１）契約保証金 

  ア 契約保証金は契約金額（１年間の総額）の１００分の１０以上といたします。 

  イ 契約保証金は発注者の発行する納入通知書により、契約締結日までに指定金融機関に納

入するものといたします。 

（２）契約保証金の免除 

   前号で定める契約保証金について、次のいずれかに掲げる保証を付すことのできる場合に

おいては、契約保証金の納付を免除することができます。 

ア 受注者が契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供をするとき。 

イ 受注者がこの契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注

者が確実と認める金融機関の保証を付したとき。 

ウ 受注者が保険会社との間に、発注者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、履行

保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託するとき。 

なお、保証の額は契約金額の１００分の１０以上としなければなりません。 

エ 受注者が過去２か年間に市又は国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しない

こととなる恐れがないと認められるとき。 

（３）禁止事項 

   受注者はこの契約から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、継



 
 

 

承及び担保提供してはなりません。ただし、あらかじめ書面にて発注者に承諾を得た場合は

この限りではありません。 

８ 入札申込手続き 

  申込みにあたっては、本募集要領を熟読し、契約の条件、現地の現況等を確認のうえ、お申

込みください。 

（１）受付期間 

   令和８年５月８日（金）から令和８年５月１４日（木）までの各日午前９時から午後５時 

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（２）受付場所 

  相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 本庁舎第２別館３階管財課事務室 

  電話（直通）０４２－７６９－８３０５ 

（３）申込方法 

  受付場所に直接書類を持参又は郵便での受付となります。 

※ 郵便受付の場合は、必ず簡易書留か一般書留の上、受付期間内必着となります。 

（４）入札参加資格の有無 

   入札参加資格の有無については、第５項に定める規定に基づいて精査した結果、入札参加

資格が欠ける者にはＦＡＸにより、入札日当日までに通知いたします。 

（５）必要な書類 

  ア 入札参加申込書（別紙２） 

  イ 法人登記簿（履歴事項全部証明書）の写し（法人の場合）  

※ イについては、発行後３か月以内のものを提出してください。 

※ 提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。 

※ 相模原市が必要と判断した場合には、上記の他に追加資料を提出していただきます。 

 

９ 入札の手続き 

（１）入札及び開札の日時 

   令和８年５月２２日（金）午前１１時から（郵便入札） 

（２）入札及び開札の場所 

 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 本庁舎第２別館３階管財課事務室 

（３）入札方法 

ア 入札書に記載する入札金額は、１年間の広告料の金額（税抜）を記載してください。 

イ 郵便の手順については、「郵便入札の注意事項（別紙６）」を参照してください 

ウ 郵送していただいた入札書の書き換え、引き換え又は撤回は出来ませんので、十分 



 
 

 

ご注意ください。 

 

１０ 質疑応答 

事業内容等に質問等がある場合は、令和８年５月１５日（金）正午までに、質問回答書を管

財課に送付してください。回答は令和８年５月１８日（月）午後５時までにＦＡＸにて送付い

たします。 

 

１１ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効といたします。 

（１）入札参加資格のない者がした入札 

（２）入札参加を確認した者で、落札決定までに第５項に定める規定のいずれかを満たさなく 

なった者がした入札 

（３）入札書に記名押印のないもの、金額の記載のないもの又はその他の要件が認知しがたい 

入札 

（４）入札に関し、不正行為があった者の入札 

（５）最低広告料に達しない広告料で入札した者の入札 

（６）その他この募集要領で指定した以外の方法により入札した者の入札 

 

１２ 落札者の決定 

（１）落札者は、本事業を適正に遂行でき、原則として最低広告料以上の価格をもって有効な入

札を行った者のうち最高価格の入札を行った者といたします。 

（２）落札者となるべき者が２人以上いるときは、くじによって落札者を決定いたします。くじ

の方法については、「くじ抽選の方法について（別紙７）」をご確認ください。 

 

１３ 契約の締結 

 落札者は令和８年５月２９日（金）までに相模原市と本契約を締結していただきます。契約

書は別紙のとおりです。なお、本契約は年額で行い、必要な費用は、受注者（落札者）の負担

となります。本契約を締結しない場合、落札は無効となります。 

※ 有料広告付きサインの設置は令和８年５月３０日（土）以降となります。 

 

１４ 有料広告付きサインに係る広告料 

  有料広告付きサインに係る広告料については、相模原市が発行する納入通知書により、年度

ごとに指定期日までに納入していただきます。 



 
 

 

１５ 有料広告付きサインに係る電気料 

  有料広告付きサインに係る電気料については、相模原市が発行する納入通知書により、指定

する期日までに納入していただきます。 

 

１６ 入札結果の公表 

  入札結果については、その内容（落札金額）を相模原市ホームページにて、公表いたします。 

 

１７ お問合せ先 

  〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市財政局財政部管財課（本庁舎第２別館３階） 

電 話：０４２－７６９－８３０５（直通） 

ＦＡＸ：０４２－７６９－９８０４ 

e-mail：kanzai@city.sagamihara.kanagawa.jp 
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